
スイスの運転免許制度 

 

１ 概要 

 日本の運転免許証をお持ちの方は、スイス入国後１２ヶ月間までは、日本の運転免許で

スイス国内を運転することができます。 

日本の免許証に記載された車種・限定で運転が可能かどうかについては、各州の交通局

等に確認の上、運転してください。また、車やバイク等は１８歳以上、バス等は２１歳以

上である必要があります。 

スイスの官憲（警察官等）は、日本語を解さないことが殆どのため、日本の運転免許証

の翻訳として、国際運転免許証等を携行することをお勧めします。 

 スイスでの運転期間が１２ヶ月間を超える場合や、商業車（バス、トラック、タクシー

等）を運転する場合には、スイスの運転免許に書き換える必要が有ります。また、運転免

許の書き換えとは別に、スイスに３ヶ月以上滞在する場合には、滞在許可の取得が必要で

す。 

 

 

２ スイスの免許への書き換え 

 スイスの運転免許への書き換えは、各州の交通局等で行います。手続きには、最低でも

１ヶ月以上かかるため、余裕を持って申請されることをお勧めします。また、スイスでの

滞在期間が予め１２ヶ月以上であると分かっている場合には、早目の申請をお勧めします。 

【各州交通局等】各州交通局の一覧 

（１）ジュネーブ州 

（２）ヴォー州 

（３）ヴァレー州 

（４）ティチーノ州 

※申請用紙のダウンロードや必要書類の確認ができます。 

 

 

３ 日本の運転免許の更新 

 日本の運転免許の更新は、日本の警察署や運転免許センターでのみ行えます。詳しくは、

警察庁又は各都道府県警察にお問い合わせください。 

【詳細】警察庁 

    各都道府県警察 

    外務省 

  

http://www.fuehrerausweise.ch/asa-seite3.cfm?CFID=25930729&CFTOKEN=db5ebe09f54980ce-7C5662FF-9506-1FA2-DC35211C6900A9DC&lang=fr&asahead=1&canton=
http://ge.ch/vehicules/permis-de-conduire-et-permis-deleve/echange-dun-permis-de-conduire-etranger
http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-de-conduire/echange-permis-etrangers/
http://www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=25034&RefMenuID=0&RefServiceID=0
http://www4.ti.ch/di/sc/conducenti/colpoocchioconducenti/
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/links.htm
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html


４ スイスの運転免許をお持ちの方 

 スイスの運転免許をお持ちの方が日本で運転する場合には、公式な翻訳を携行する必要

があります。翻訳は以下の官公署等に依頼することができます。 

【スイスの運転免許の翻訳】 

（１）在日スイス大使館 

（２）ＪＡＦ・日本自動車連盟 

 また、スイスの運転免許は、ＥＵ／ＥＦＴＡ領域内においても有効です。詳しくは各州

の交通局等にお問い合わせください。 

 

 

５ 国際運転免許証 

（１）日本発行の国際運転免許証 

 日本で発行されるものは、１９４９年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関す

る条約（通称「ジュネーブ条約」）に基づく国際運転免許証です。スイスは同条約に加盟し

ていませんので、スイスでは有効ではありません。（日本の免許の翻訳としてお使いくださ

い。） 

（２）スイス発行の国際運転免許証 

 スイスで発行されるものは、１９６８年にウィーンにおいて締結された道路交通に関す

る条約（通称「ウィーン条約」）に基づく国際運転免許証です。日本は同条約に加盟してい

ませんので、日本では有効ではありません。 

https://www.eda.admin.ch/countries/japan/de/home/dienstleistungen/fuehrerausweis-fahrzeug.html
http://www.jaf.or.jp/inter/translation/specific_e.htm

